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 令和 7 年 6 月 23 日 

 



令和 7 年 6 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 40 号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスター

の作成の公営に関する条例及び浜田市の議会の議員及び長の選

挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を

改正する条例について 

議案第 41 号 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基

準に関する条例及び浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 42 号 浜田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準

に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 43 号 指定管理者の指定について（浜田市縁の里地域振興施設） 

議案第 44 号 財産の取得について（庁舎ＬＥＤ照明器具） 

議案第 45 号 財産の取得について（生活路線バス） 

議案第 46 号 財産の取得について（除雪ドーザ） 

議案第 47 号 財産の取得について（小型動力ポンプ付軽積載車） 

議案第 48 号 工事請負契約の締結について（浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設

備撤去等工事） 

議案第 49 号 工事請負契約の締結について（浜田市次期防災情報システム整

備工事） 

議案第 50 号 市道路線の廃止について（浜田 42 号線） 

議案第 51 号 市道路線の認定について（浜田 570 号線外） 

議案第 52 号 令和 7 年度浜田市一般会計補正予算（第 3 号） 

同意第 2 号 浜田市名誉市民の選定について 

 

報 告 

報告第 5 号 専決処分の報告について（浜田市税条例の一部を改正する条例） 

報告第 6 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）新設橋梁

下部工事の変更契約） 

報告第 7 号 専決処分の報告について（市道日脚治和線（周布橋）橋梁上部

工事の変更契約） 

報告第 8 号 専決処分の報告について（令和 6 年度浜田市一般会計補正予算

（第 11 号）） 



報告第 9 号 令和 6 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

報告第 10 号 令和 6 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

報告第 11 号 令和 6 年度浜田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告につい

て 

報告第 12 号 令和 6 年度浜田市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告につい

て 

報告第 13 号 放棄した市の私債権の報告について（駐車場事業特別会計） 

報告第 14 号 放棄した市の私債権の報告について（水道事業会計） 
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議案第 40 号 

 

浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例及び浜田市の議会の議員及び長の選挙における選

挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 

浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の

公営に関する条例及び浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用

ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例及び浜田市の議会の議員及び長の選挙における選

挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作

成の公営に関する条例（平成 17 年浜田市条例第 9 号）の一部を次のように

改正する。 

第 4 条中「541 円 31 銭」を「586 円 88 銭」に改める。 

（浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の

公営に関する条例（平成 20 年浜田市条例第 4 号）の一部を次のように改正

する。 

第 4 条及び第 5 条中「7 円 73 銭」を「8 円 38 銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙

運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び浜田市の議会の議員及び

長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選

挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第 41 号 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例及び浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例及び浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例及び浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

 

（浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例（平成 26 年浜田市条例第 32 号）の一部を次のように改正する。 

第 37 条第 1 項中「第 42 条第 3 項第 1 号」を「第 42 条第 3 項」に改め

る。 

第 42 条第 1 項中「第 5 項」を「第 7 項」に改め、同項第 1 号中「を行

う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、

同項第 3 号中「第 4 項第 1 号」を「第 6 項第 1 号」に改め、同条中第 9 項

を第 11 項とし、第 4 項から第 8 項までを 2 項ずつ繰り下げ、第 3 項各号

列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第 1 項第 2 号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるものをいう。 

第 42 条第 3 項第 1 号中「当該」を削り、「小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規

模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」

に改め、同項を同条第 5 項とし、同条第 2 項中「全てを満たすと認める」

を「いずれかを満たす」に、「前項第 2 号の」を「第 1 項第 2 号の」に改

め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次に掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

⑵ 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の

確保が著しく困難であること。 

第 42 条中第 2 項を第 4 項とし、第 1 項の次に次の 2 項を加える。 
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2  市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第 1 号の規定を適用しないことと

することができる。 

⑴ 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。 

⑵ 次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

3  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しく

は小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第 5 項において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第 1 項第 1 号に掲

げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第 4 条中「10 年」を「15 年」に改める。 

（浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成

26 年浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

第 7 条第 1 項第 1 号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施する」に改め、同項第 3 号中「第 4 項第 1 号」を「第 6 項第

1 号」に改め、同条中第 5 項を第 7 項とし、第 4 項を第 6 項とし、第 3 項

各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第 1 項第 2 号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定めるものをいう。 

第 7 条第 3 項第 1 号中「当該」を削り、「第 28 条に規定する小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次

号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育事

業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第 5 項とし、同条第 2 項中「次に」

を「次の各号に」に、「全てを満たすと認める」を「いずれかを満たす」に、

「前項第 2 号」を「第 1 項第 2 号」に改め、同項各号を次のように改める。 

⑴ 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合

には、次に掲げる要件を満たすと市長が認めること。 
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ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないように

するための措置が講じられていること。 

⑵ 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確

保が著しく困難であること。 

第 7 条中第 2 項を第 4 項とし、第 1 項の次に次の 2 項を加える。 

2  市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の

全てを満たすと認めるときは、前項第 1 号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

⑴ 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保する

こと。 

⑵ 次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられていること。 

3  前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第 28 条に規定する小規模

保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

う者（第 5 項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であっ

て、第 1 項第 1 号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第 4 項中「10 年」を「15 年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  



7 

議案第 42 号 

 

浜田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

浜田市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する

条例（平成 25 年浜田市条例第 18 号）の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 6 号中「第 21 条第 2 項第 1 号」を「第 22 条第 2 項第 1 号」に改

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 43 号 

 

指定管理者の指定について（浜田市縁の里地域振興施設） 

 

浜田市縁の里地域振興施設の管理について、指定管理者の指定をしたいの

で、地方自治法第 244 条の 2 第 6 項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

施設の名称 浜田市縁の里地域振興施設 

指定管理者 住 所：浜田市金城町波佐イ 267 番地 10 

名 称：186 はざ 

代表者：代表 山 本 宏 明 

指定の期間 令和 7 年 7 月 10 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

 

（参 考） 

根拠法  地方自治法第 244 条の 2 第 3 項 
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議案第 44 号 

 

財産の取得について 

 

庁舎ＬＥＤ照明器具更新のため次のとおり財産を取得することについて、

地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1 取得する財産  庁舎ＬＥＤ照明器具 

2 取得の方法 所有権移転付き賃貸借契約の期間満了後の無償

譲渡による。 

3 取得予定価格  36,154,800 円  

4 契約の相手方  東京都渋谷区桜丘町 20 番 4 号 

株式会社ＮＥＸＹＺ． 

           代表取締役 大 前 成 平 
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議案第 45 号 

 

財産の取得について 

 

浜田市生活路線バス三隅路線車両更新のため次のとおり財産を取得する

ことについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、議会

の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1 取得する財産  生活路線バス車両 1 台 

2 取得の方法 購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格  22,499,630 円  

4 契約の相手方  浜田市熱田町 756 番地 4 

有限会社岩永モータース 

           代表取締役 岩 永 孝 吉 
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議案第 46 号 

 

財産の取得について 

 

弥栄地域除雪ドーザ更新のため次のとおり財産を取得することについて、

地方自治法第 96条第 1項第 8号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1 取得する財産     除雪ドーザ（11ｔ級） 1 台 

2 取得の方法      購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格     20,878,000 円 

4 契約の相手方     浜田市治和町ロ 183 番地 

日本キャタピラー合同会社 浜田営業所 

             浜田営業所長 金 子 将 則 



16 

議案第 47 号 

 

財産の取得について 

 

浜田市消防団小型動力ポンプ付軽積載車更新のため次のとおり財産を取

得することについて、地方自治法第 96 条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 3 条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1 取得する財産    小型動力ポンプ付軽積載車 3 台 

2 取得の方法     購入（指名競争入札） 

3 取得予定価格    27,321,255 円 

4 契約の相手方    益田市あけぼの東町 14 番地 15 

            株式会社出雲ポンプ 

            代表取締役 出 雲 一 樹 
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議案第 48 号 

 

工事請負契約の締結について 

 

簡易型一般競争入札に付した浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設備撤去等工

事について、次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条第 1

項第 5 号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第 2 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1  契約の目的   浜田市ケーブルテレビＨＦＣ設備撤去等工事 

2  契約の方法   簡易型一般競争入札 

3  契約の金額   310,200,000 円 

4  契約の相手方  松江市西津田四丁目 8 番 47 号 

株式会社中電工 島根統括支社 

執行役員支社長 角 戸 達 広 
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議案第 49 号 

 

工事請負契約の締結について 

 

一般競争入札に付した浜田市次期防災情報システム整備工事について、次

のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96 条第 1 項第 5 号及び浜田

市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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1  契約の目的   浜田市次期防災情報システム整備工事 

2  契約の方法   一般競争入札 

3  契約の金額   1,953,270,000 円 

4  契約の相手方  雲南市木次町新市 382 番地 

エクシオグループ株式会社 島根営業所 

副所長 関 本 頼 康 
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議案第 50 号 

 

市道路線の廃止について 

 

次のとおり市道の路線を廃止することについて、道路法第 10 条第 3 項の

規定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

浜田市長沢町442番4地先

浜田市長沢町1723番地先

市道廃止路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最小幅員 最大幅員

03-3-042 浜田42号線 1,699.6 m 2.1 m 10.3 m

以下余白

23



廃 止

廃止路線

浜田市長沢町

浜田42号線

延長 1,699.6m

幅員 2.1m～10.3m

位置図
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議案第 51 号 

 

市道路線の認定について 

 

次のとおり市道の路線を認定することについて、道路法第 8 条第 2 項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



起       点

終       点

浜田市牛市町4番1地先

浜田市牛市町98番23地先

浜田市長浜町1906番13地先

浜田市長浜町1906番12地先

浜田市長沢町442番4地先

浜田市長沢町806番2地先

浜田市長沢町808番5地先

浜田市長沢町1723番地先

4.8 m

03-3-571 浜田571号線 1,165.0 m 2.7 m 10.3 m

03-3-042 浜田42号線 380.0 m 2.3 m

市道認定路線

路線番号 路   線   名 延  長
敷 地 の 敷 地 の

最小幅員 最大幅員

6.0 m

03-3-570 浜田570号線 57.4 m 6.0 m 7.5 m

05-3-164 西浜田164号線 84.2 m 6.0 m

以下余白
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認 定

詳細図

認定箇所

認定路線

浜田市牛市町

浜田570号線

延長 57.4m

幅員 6.0m～7.5m

位置図
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認 定

詳細図

認定箇所

認定路線

浜田市長浜町

西浜田164号線

延長 84.2m

幅員 6.0m～6.0m

位置図
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認 定

詳細図

認定路線

浜田市長沢町

浜田42号線

延長 380.0m

幅員 2.3m～4.8m

位置図

認定箇所
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認 定

詳細図

認定路線

浜田市長沢町

浜田571号線

延長 1,165.0m

幅員 2.7m～10.3m

位置図

認定箇所
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同意第 2 号 

 

浜田市名誉市民の選定について 

 

浜田市名誉市民に次の者を選定したいので、浜田市名誉市民条例第 3 条第

1 項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和 7 年 6 月 23 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 



2 

 

住 所 （省略） 

職 業 プロ野球解説者 

氏 名 梨 田 昌 孝 

生 年 月 日 （省略） 

 

 


